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　尼崎市社会福祉協議会等、社会福祉関係団体の円滑な運営の確保を図る。
　平成30年度は、判断能力に不安のある高齢者、知的障害者等が、地域に
おいて、自立し安心して生活が送れるよう、尼崎市社会福祉協議会に対し、
福祉サービス利用援助事業の人員体制整備にかかる経費の一部を補助する。

  尼崎市社会福祉協議会が判断能力に不安のある在宅の高齢者、知的障害者
等を対象に金銭管理等を行う福祉サービス利用援助事業の人員体制整備にか
かる経費の一部を補助する。

【拡充】社会福祉関係団体補助金（地域福祉権利擁護事業）
H30事業費 68,313千円（拡充分 4,700千円）

事業概要

事業イメージ

所属：健康福祉局

福祉課

尼崎市社会福祉協議会

専門員が作成した個別支

援計画に基づき、次のよ

うな支援を行う。

○親族や介護事業所等

からの相談対応

○本人との関係づくり

（制度理解に向けた訪問

や連絡）

（福祉サービス利用援助事業イメージ）

・本人宅へ定期訪問

　当該事業は福祉サービス利用援助事業が利用しやすい体制を構築すること
で、利用件数の増加を目標としていることから、年間の利用件数を指標とす
る。
   また、尼崎市社会福祉協議会が実施する福祉サービス利用援助事業の待機
者数、近隣市の利用実績等を勘案した中で、年間100件の利用件数に対応
することを目標とする。

指標：
福祉サービス利用援助事業
の年間利用件数 (単位： 件 )H32目標値： 100

評価指標

専門員 生活支援員
や連絡）

○契約後、個別支援計画

を策定し、計画に基づ

き、次の支援を行う。

家族
友人

民生児
童委員

近隣
住民

支援
機関

判断能力に不安のある

高齢者、知的障害者等

相
談

支
援

・生活支援員の手配

・金銭管理（通帳、

印鑑の保管）

・成年後見制度との連携

・福祉サービスの利

用手続き、利用料

の支払い

・金融機関での入出

金、公共料金の支

払い等

・郵便物、領収書の

確認 など

-54-

【資料3－2】


